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はじめに

外国研究は、『社会福祉研究法――現実世界に迫る 14レ ッスン』のなかで「外国研究の意

義」として 4つの意義が示されている。その第 1に、「それぞれの国の歴史や文化、社会の

状況などと合わせてその国がつくりだしてきた社会福祉の考え方や制度を理解するとい う

こと」がある。続けて第 3には、「他国の経験から学ぶJと いう′点、第 4に、「『国際化』そ

のものを理解するという点」が挙げられている。外国研究は、それぞれの国における国際化

に伴 う課題を明らかにするうえでも必要となっているとされているめ。

そしてなにより、「外国研究をするのであれば、その国を訪れるのが研究者としての基本

的な姿勢であろうJと し、「その社会全体の持つ『温度』や『匂い』、一般の人々の日常生活

の中での社会福祉の位置づけといったものは、実際に行ってみなければ (さ らに言 うと実際

に暮らしてみなければ)、 わからないものである」のとあるように、筆者は現在 ドイツに在住

していることも強みに、外国研究の担い手の一人としてその条件に当てはまると考えた。

本研究では外国の対象を「ドイツ」に設定し、ドイツにおけるソーシャルワーカー養成教

育について学ぼうとした内容となっている。これまでも、日本人によつて日本に紹介されて

いるドイツのソーシャルワーカー養成教育の研究は複数存在 し、そのうち大学といった高

等教育機関でのソーシャルワーカー養成教育に関する研究では、 ドイツの学校システム制

度から、カリキュラムとその内容まで踏み込まれている研究があった。今回の研究では、詳

細な分析までには至ってはいないが、これまでの先行研究ではまだ対象とされていない大

学を選定したことで、研究の独自性を多少は確保できたのではないかと考える。

本研究では、 ドイツ連邦共和国ノル トライン=ヴェス トファーレン州デ トモル ト行政管

区群独立市である Bieleたld;ビーレフェル ト市、その市内にある FH Bielefeld University

of Applied Sciences;ビ ーレフェル ト応用科学大学を対象とした。本大学のソーシャルワ

ーク学士課程のカリキュラムについて翻訳、紹介、分析を行 うことで、これまで紹介されて

きた ドイツ国家全体のソーシャルワーカー養成教育を理解するためにも、より広く様々な

地域または学校を対象にするとい う点で、その研究の深度を押し広げていく一翼を担 うこ

とを目的とした。

本研究の方法は、基本的に文献研究となる。文献を用いる場合に注意したいのは、日本で

翻訳された資料だけを用いることは避けなければならないという,点 であるめとされ、翻訳の

作業過程で、翻訳者 自身の解釈が入つたり、重要な′点が見落とされていたり、文脈が切断さ

れてしまう場合があるからで、翻訳が解説されたものだけではなく、必ず原典に当たるべき

であるからとされている。その点において、本研究では ドイツ語で示されたカリキュラムを
「原典」として、翻訳の際には日本で使用されている社会福祉分野の専門用語に可能な限り

近づけるという配慮を行った。
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研究の進め方の手順としては、①世界規模組織である「国際ソーシャルワーク学校連盟」

についてその目的や理念を探り、②ヨーロッパ諸国における「ボローニャ・プロセスJを中

心とした高等教育機関改革とソーシャルワーカー養成教育へ与えている影響についてまと

め、③2000年代以降に日本で紹介された ドイツにおけるソーシャルワーカー養成教育に関

する先行研究の整理を行い、さらにその先行研究のなかから④ ドイツの大学カリキュラム

に関する分析結果の整理、そして⑤Bielefeld大 学のソーシャルワーク学士課程カリキュラ

ム事例の紹介、最後に事例の分析とまとめという構成に作成した。

註

1)平成 28年度東洋大学大学院博士前期課程修了。現在、 ドイツ在住。

ドイツ総合医療・福祉共同体「Von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel;ベ ーテル」にて有給実習生

として 1年 6ヶ 月間を過ごす。

2)現在、東洋大学大学院博士後期課程在学中。平成 21年度名寄市立大学保健福祉学部社会福祉学科―期

卒業生。

3)岩 田正美・小林良二他 (2011)『社会福祉研究法一―現実世界に迫る 14レ ッスン』、有斐閣、306-309

ン̂ヽ、―― ミ)。

4)1)の 315ペ ージ。

5)1)の 313ペ ージ。

第 1節 国際ソーシャルワーク学校連盟 (lASSW)

``The lnternational AssociatiOn of Schools of Socialヽ Vork(mSs、1り is the worldwide

organization of schools of social work and educators.It has represented the interests of

sOcial、vork education and the values ofthe profession globally for nearly 90 years. 螂

ノーシャ″ ノーク費 麹 留

“ “

予〃 ば、ノーシャ″ ノーク学校 と教育者か らなる直界規模 の紹繊 で九

ノーシャルノークタ芦への厠電、ヽ専F7的な踪 をθθ年近ぐに友ク〃界で″μιていま九 ノ。"と あるよ

うに、世界にはソーシャルワーク教育に関する世界規模の組織団体が存在する。

IASSWVで は、 ``Advocacy a養 プ' として、 “Representation of social、 vork education in

international bodies, along 、vith prOmotion of quality education and international

collaboration are the enduring goals of the IASSW  (質 の淳ク教 諸 国際連携の推進とズに、

国際機関|こおゲろノーシャルタークタ諸 ″示することが r_左逍〃 の永続的なβみで九ノ2"と 団体の

設立 目的を提示 している。

また“Mission Statement α4∬〃 どジョンとヾッションソ"で は、“The lnternational

Association of Schools of SOcial lVork (IASSヽ V)is an international association Of

institutions of sOcial、vork education,organisations supporting social work education and

social work educators.Its mission is:`ゴ .国際ソーシャノンターク学校連盟 aSS,″″ノーシャル

タークタ奇施設の国際連盟、ノーシャ″タークタがと″導孝を支援ナろ組織で九 淀命″ り D"と 示 し、

大きく四つのミッションを下記のように提示 している。

①  “To deve10p and promote excellence in social work educatiOn, research and

scholarship globally in order to enhance human、 vell being.修 Ξと各力り方の、 また卵
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な組織 と協働 ιて、世界申でノーシャルタークノ首を代表 ι、危 御 %こ と。ソゲ'

②  “To create and maintain a dynamic community of sOcial wOrk educatOrs and their

programmesターシャルフークタ筆者及び課程の活動的なコミュニガィ菫形ま ι、維持 ナること。ノ".

③  ``To suppOrt and facilitate participatiOn in mutual exchanges of infOrmation and

expertise.1研究及め 〃 キュラム鰍 ιつな ″への参力目を支援 ι、促進ナろこと。ノ"

④ “To represent social wOrk education at the internationallevel ぼ ク公正で公平など界ιク

ために、多証 ″ナろ戦略と政策を促進すること。ノ"

以上のことから、世界におけるソーシャルワーク教育すなわち、ソーシャルワーカー養成

教育には、「質の高い教育」と「国際連携の推進Jを 目指している世界規模の組織団体が存

在 し、そのために世界各国、各地域における協働、連携、交流を通じた発展、より良いソー

シャルワーク教育の開発のために繋がっていこうという状況がある。

日本の福祉系大学も数多く加盟 しているhSSWを 通じて、世界的な視野を持って各国の

ソーシャルワーカー養成教育を学ぶことは、グローバルな視点をもつたソーシャルワーカ

ー養成教育の提供へと繋がり、ひいては国際的視点を持ったソーシャルワーカーの誕生と

いつた専門職者 としての質の向上へ寄与する可能性を秘めることもさることながら、時代

がそれを求めるようになってきていることも否めない。

このような世界の現状を踏まえた うえで、今度はヨーロッパにおけるソーシャルワーカ

ー養成教育をみていくことにする。

註

1)IASSWホ ームページ(2018)"IASSW― A Brief HistOry",(httpS:〃 www iassw― aiets.0曜ヵriet

historノ ,2018225ア クセス)

2)

3)

1)と 同 じ。

I_ASSW ホ ー ム ペ ー ジ (2018)" Mission statement" ,(https:〃wwwiassw‐ aiets Org/brief‐

historノ ,2018225ア クセス)

4)IASSW ホ ー ム ペ ー ジ (2018)" MissiOn statement" ,(https:〃wwwiassw― aiets Org/brie'

histOrノ ,2018.2.25ア クセス)、 『国際ソーシャルワーク学校連盟規約 【仮訳】』「第 1条 :名 称、理念、

目的、運営構造 第 2節 msswの 理念と目標」。

第 2節 ヨーロッパにおける高等教育改革とソーシャルワーカー養成教育

日本ソーシャルワーカー協会国際委員会委員長の岩崎浩三は、「ヨーロッパのソーシャル

ワーク教育が変わってきている」Dと いう。その背景には、「それは社会現象の変化やグロー

バ リゼーションによるところもあるが、高等教育制度の変革に伴って生じているところが

大きい」とし、この変革の一連の過程を「ボローニャ・プロセスJと 呼んでいる。

ボローニャ・プロセスとは、1988年 ヨーロッパ諸大学の学長がイタリアのボローニャに

集まり、「大学大憲章 (The Magna charta Universitatum)Jを 策定し署名 したことに始ま

るの。これがボローニャ・プロセスの基礎原則 となった。その後 1997年には、ヨーロッパ

諸国における学術的可動性を推進するため、研究、修了証書、学位の相互承認を強調する「リ

スボン協定J、 翌年フランス、 ドイツ、イタリア、英国の教育大臣が調印した 「ソルボンヌ
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宣言」を経て、「ボローニャ宣言Jと 続いてきた背景があつた。

ボローニャ宣言は、1999年ヨーロッパ 29ヶ 国の教育大臣がボローニャで会合 し、宣言

に署名 したヨーロッパの高等教育改革構想の宣言である。この後 2010年までに「欧州高等

教育圏 (EHEA)」 を構築 したのであつた。

EHEAで導入 したのは、次の六点である 9。

①比較可能な学位システムを導入する。また、「ディプロマ・サプリメント」と呼ばれる学位の学修内容

を示す共通様式を使用することによつて、統一性を高め、ヨーロッパ市民の雇用とヨーロッパにおけ

る高等教育の国際競争力を高める。

②学部と大学院の 2段階構造、3学位システムにする。第 1段階は 3～ 4年の学部とし、ヨーロッパの

労働市場での適切な資格にする。第 2段階は大学院とし、学位は修士号、第 3段階は博士号とする。

③単位市」の確立。「欧州大学問単位互換制度 (European Credit■ ansfer System=ECTS)」 を確立する。

これにより大学間の移動がし易くなる。

④学生・教職員の自由な移動の障害を取り除き、流動化を促進する。

⑤比較可能な基準と方法を開発し、質の保証で協力する。

⑥高等教育にヨーロッパの視点・特色を促進する。

1999年のボローニャ宣言に始まったヨーロッパ 29ヶ 国の教育大臣による会合は、開催

地を変えて 2年ごとに進捗状況の報告 と、取 り組まなければならない課題の解決に向けて

努力するための会合を継続開催 している。

最 新 の欧 州 高 等 教 育機 関 大 臣会 合 は 、 2015年 に 開催 され た 「MINISTERI凪

CONFERENCE YEREミ懇 2015(2015閣僚会議 と第 4回ボローニャ政策フォーラム)」

であ り、Yerevan,A■・menia、アルメニア・イェパ カ において、2015年 5月 14～ 15日 まで

開催 された。

そ の時 の会合 の成 果 として、“Among other issues the 2015恥revan Ministerial

Conference attempted to identiヶ the best ways to reinforce the Bologna Process in future

and beyond 2020 and sillnultaneously strengthen the dialogue within and outside the

EHEA.の コσ年のイェレグァ/閣僚会議 では、2θ2θ 竿以降、ボ′―ニャプ″セヌ″ 雛 サ 魏 議 診 方法

を特定 ι、ノ7″″]彊И 力′この対話を 蹴 2ま うと試み/_―。ノど と説 明 されてい る。

また、「共同教育プログラムにおけるアクレディテーションの認証を短期化するため、『欧

州高等教育アクレディテーション協会 (ECA)』 によつて『欧州アプローチ』が提案され、

2015年 5月 に大臣会合 (エ レバン会合)で採択された」いといつた成果もあつた。「欧州ア

プローチ 6Jでは、主に①国別に特別な要件を定めずに、共同教育プログラムに求める統一

基準を作ることで、プログラムの開発障壁を取 り除き、②プログラムの共同性を的確に反映

する質保証アプローチを提供することを目指すこと」つが示され、また、「共同教育プログラ

ムに参加 している大学がプログラム評価を求められる場合は、『欧州質保証機関登録簿

(EQAR)』 に登録されている質保証機関が統一基準を用いて評価を行 う」Dこ とも提示され

た。次回の会合は、まもなくに迫った 「2018年パ リ閣僚会議Jで あり、フランス・パ リに

て 2018年 5月 24日 ～25日 の開催予定となつている。

このような過程と背景と変革により、ヨーロッパにおけるソーシャルワーク高等教育に

も変化が起きている。では、その変化の内容とはどのようなものであつたのか。
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2000年 7月 に、カナダのモントリオールで開催された国際社会事業学校連盟 (IASSW)
と国際ソーシャルワーカー連盟 (IFSW)と の合同会議において、IASSWと IFSWの合同

によリグローバル最低資格基準委員会が設置され、 その委員会案として 「ソーシャルワー

ク教育および養成のためのグローバル基準Jが、2004年 10月 オース トラリアのアデレー

ドにおける LゝSSWと IFSWの総会で採択されたのであった。

グローバル基準を設ける主な理由として、「ソーシャルワーク・サービスの『消費者』、『 ク

ライエント』あるいは『サービス利用者』を保護する、ソーシャルワーク・カリキュラムと

ソーシャルワーク実践のグローバル化の影響を考慮する、グローバルなレベルでの大学問

の連携を促進する、国家間のソーシャルワーカー移動を促進する、ソーシャルワーカーと非

ソーシャルワーカーを明確にする、国際基準を念頭に国内規準を設定する、連携と学生や職

員の国際交流を促進することJが挙げられ、これはそのまま「ヨーロッパのソーシャルワー

ク教育の統一化の理由になっているJと されるの。このことから、ソーシャルワーカー養成

教育におけるグローバル基準の設定の必要性を求めていることがわかった。

だがその一方で、1999年のボローニャ宣言以来、EHEA加盟国はヨーロッパにおける教

育を一致させようと努力 している。だが、高等教育の学問領域の中でソーシャルワークは各

国の政治、政策、制度に密接に結びついていることから、グローバル基準を各国一致させる

ことが困難で他学問分野に比べて、一致の進み方が遅いようである 10。

「ソーシャルワーク教育および養成のためのグローバル基準Jに基づくカリキュラムで

は、国、大学、応用大学、高等専門学校、学部学科により、学問志向の学校と実践を重視す

る学校など、その教育機関のソーシャルワーク教育の伝統によつて多少相違があるとされ

る。それでも、ソーシャルワーク教育の基盤 として「社会学」、「′心理学」、「法学」、「教育学J、

「社会政策」、「社会福祉および家族法」、「ソーシヤルワーク制度 J、
「社会医学J、

「ソーシャ

ルワーク倫理 J、
「ソーシャルサービスとカウンセリング」、「保健とリハビリテーション」が

組み込まれていることが多い。同様にソーシャルワーク教科では、「ソーシャルワーク理論」、
「ソーシャルワーク方法論」、「ソーシャルワークにおけるIT利用」、「ソーシャルワーク史」

などが含まれている。そして「ソーシャルワーク実習Jは最も重視されてお り、スーパービ

ジョンを受けながら「200日 」や 「1セメスター」と実習期間が長く取られている lD。

註

1)岩崎浩三 (2008)『 変わるヨーロッパのソーシャルワーク教育』、特定非営利活動法人日本ソーシャル

ワーカー協会ホームページ、1ページ。 (httpツ/wwwjaswjp/kOkusaiinfO/EUSW2008‐ 03-19 pdf、

2018225ア クセス )

2)、 3)1)の 2ページ。

4)National Center Of EducatiOnal Techno10gies(NCET)(2014)" 2015ル Iinisterial COnference and

Fourth Bologna Policy Forum'',National Center Of Educational Techno10gies(NCET)(http7ノ Ъologna‐

yerevan2015 ehea infO/pages/宙 ew/11ome、 20182.25ア クセス)、 Bologna PrOcess Secretariat(2018)"

MINISTERIAL CONFERENCE YEREVAN 2015",(httpソ /wwweheaoinfo/cid101764/yerevan html、

2018225ア クセス)

5)高等教育質保証の海外動向発信サイ ト :QA UPD_4TES― International(2017)『 ボローニャ・プロ

セス ー 欧州アプローチ実行の過程で見えた共同教育プログラムの課題』、独立行政法人大学改革支援・

０
４



学位授与機構評価事業部国際課 (https7/qaupdates.niad acjp/2017/12/22/peerlearningacti宙 ty20 17/、

2018.225ア クセス )

6)「 欧州アプローチ」とは、いわば共同教育プログラムの質保証 を、欧州で統一 した手法で行お うとい う

提言書のことである。

7)8)5)と 同じ。

9)10)11)1)の 6‐ 7ページ。

第 3節 日本における ドイツのソーシャルワーカー養成教育に関する先行研究

これまでの日本において紹介 されているドイツのソーシャルワーカー養成教育に関する

先行研究について収集できた、近年の研究に限り年代順に整理 していく。

2007年の春美静子による研究 つは、グローバリゼーションとボーダレス化の転換期にあ

たり、ドイツではソーシャルワーカー養成に関する議論が沸騰 し、同時に新しい制度に移行

したモデル的な取 り組みも始まっていた ドイツの体験が、 日本のソーシャルワーカー養成

制度にどのような示唆を与えることができるかを考察することを研究目的としたものであ

った。そのために、ドイツの大学における伝統的なソーシャルワーカー養成教育と、新たな

課程のなかでのソーシャルワーカー養成教育を提示 し、また当時の高等教育機関改革であ

ったボローニャ・プロセスの内容を分析するものであった。

本研究の最後では、 ドイツと日本の教育改革の流れを対比させている。 ドイツの場合は

EUと いう「外」からの圧力により、かなり強制的に進められたため、反発や問題もこれか

らまだまだ出てくるに違いないと予想 したものであった。それに対 し、日本の教育改革は養

成の当事者である学校連盟や養成校協会といういわば「内」から起こった改革であった。全

体の考察として、「ソーシャルワーカーを養成 している大学側が、どれだけ現場の社会福祉

の施設・機関とそれを管轄する中央や地方の関係官庁をこの改革に巻き込んで行けるかが

成否の鍵を握っている。しかしながら、改革は目の前にあり、いずれの場合も失敗は決 して

許されないという点については共通しているJ力 と結んでいる。

2013年の三原の研究 うになると、NRWカ トリック大学のソーシャルワーカー養成教育

を紹介することで、 ドイツの大学におけるソーシャルワーカー養成教育の特徴を述べるこ

とを目的としたものであった。そのため特に、「3.NRWカ トリック大学のソーシャルワー

カー養成教育」のなかで、「(1)学部構成」から、「(2)ソ ーシャルワーク養成教育カリキュ

ラム」、「(3)NRIVカ トリック大学のソーシャルワーク実践的取 り組みJと 紹介 している。

まとめとして、 ドイツのソーシャルワーカー養成教育は、「ヨーロッパの EU諸国の教育

制度に影響を受け、3年間で学士と同時に資格を取得できるシステムであることが示された

」」と特徴を述べている。またその一方で、「今回、ドイツのソーシャルワーカー養成教育の

特徴は、あくまでも、幾つかの文献とNRWカ トリック大学をモデルとして示したに過ぎな

い。したがつて、より広範囲の教育機関を対象とした実態把握を展開する必要がある 13JJ

と課題を挙げている。このことからも、本研究は Bielefeld応 用科学大学というこれまで研

究されてこなかった教育機関に対象を当てたことは、三原の挙げた課題に多少は応えられ

た形になつたのではなかろうか。

2015年の豊田謙二の研究 めは、「ボローニャ宣言Jか ら「ボローニャ・プロセス」への渦

中にあつて、ドイツのソーシャルワーカー養成がどの点で改革され、どの点が保存されてい
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るのか明らかにしようとした研究であった。その方法としては、可能な限り資料に基づき、
具体的な1実践事例をインタビューによつて掘り起し―、その養成改革における特性を鳥腋す
ることであつた。ただし、ドイツのソーシヤルワーカーに関する資料の入手が容易ではない
ようで、ソーシャルワーカーの養成自体が地域でし―かも民間の非営利福祉団体によ|っ て担
われてきた歴史があつたことや、 ドイツという国自体が官庁による調査資料に乏しいこと
を主な理由として挙げている。

豊田は.こ の研究で、F下般的に言えば、 ドイッにおける『ソーシャルワーク』は、社会教
育学‐的ソーシャルワークと社会的ワーークというソーシャルワークといぅ二つの概念におけ
る『上1位概念』である。だが、仔細に検証すればt『上位概念』としてのソーシャルワーク

は名前だけであり、実践的には、依然として『二つ―のソーシャルワーク』は生き続けている
のである。とく1.こ、ドイツ語の『soziale Arbeitulと してのソーシャルワークに解消されて
はならない、そうした趨勢を感ずるの|である」0.と その成果を示した。
また「ボローニャ・プロセスJに関して、「EU‐ での統一基準への準拠としての高等教育の

改革、それはなお、改革の『改革』が今日的な課題ときえ言われる。統一への傾斜が強いは
ど、ョーロッパでは地域的独自性が強く強調される。だからこそ、面積の小さなヨーロッパ

においてそれぞれの文化が、『地域』としてのアイデンティティを維持し続けているのであ

る」つとも主張している。

以上の先行研究から、近年のドイツにおけるソーシャルワーカ‐養成教育において、特に|

大学においての教育内容の動向にあっては、「ボ
ー
ローニャ宣言」「ボローニャ・プロセス」が

高等教育機関を改革してきている大きな転換点となっていることは否定できないようであ

る.。

註
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題一J『医療福祉研究第 3号』80,98、 愛知淑徳大学医療福祉学凱 ,

2)1)の 13ベージ。

3).三原博光 (2013)「 ドイツの大学におけるソーシャルワーカー養成教育いmwヵ トリック大学を中心

に」『人間と科学』1ま1)33・ 39‐、県立広島大学保健福祉学部誌。

4)3)の 5ページι

5)豊置謙二 (2015)「 ドイツにおけるソーシャルワーカー養成と実践の現在 :ボ ローニャ・プロセスを
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23



第 4節 ソーシャルワーカー養成教育のカリキュラムに関する先行研究

ここでは前節で整理 した先行研究のなかでも、大学カリキュラムについて調査 した先行

研究に注目し、各研究で紹介した大学カリキュラムについて整理した。大学カリキュラムに

ついてより詳細に調査していた先行研究は、春見静子 (2007)、 三原博光 (2013)、 豊田謙

二 (2015)の 三点であった。この三者が対象とした大学の中から、①アリス‐サロモン専門

大学 (ベル リン)、 ③NRWカ トリック大学 ヽRW州 )、 ④専門単科大学デュッセル ドルフ

(デ ュッセル ドルフ)の 3校を選定した。各大学のカリキュラム内容を整理することで、ソ

ーシャルワーカー養成カリキュラム研究の分析の視点とその成果を発見することができた。

① アリスーサロモン専門大学 (ベルリン)1)

名 称  :ア リス‐サロモン専門大学

学期構成 (学士課程)と モジュール制 :

全 7学期あり、7学期分をさらに第 1課程と第 2課程に分ける。

第 1課程は、3学期からなる基礎課程 (モ ジュール)で社会福祉の基礎となる共通科 目

が配置されている。

1学期モジュール科 目 :「 ソーシャルワークの歴史と理論」

「ソーシャルワークの分野、対象、組織」

「Propaedeutik u,2/1entoringJ

「ソーシャルワークの社会政策的基礎」

「ソーシャルワークの社会学的基礎 J

「ソーシャルワークの法律的基礎」

「社会文化事業の分野と対象」

2学期モジュール科目 :「 ソーシャルワークの歴史と理論」

「ソーシャルワークの方法」

「ソーシャルワークの分野、対象、組織」

「Propaedeutik u.Ⅳ IentOring」

「ソーシャルワークの社会政策的基礎」

「ソーシャルワークの社会医学と社会精神医学の基礎」

「ソーシャルワークの法律的基礎 J

「社会文化事業の分野と対象」

3学期モジュール科 日 :「 ソーシャルワークの方法」

「ソーシャルワークの研究方法」

「D市ersity Studies異 文化ソーシャルワーク、ジェンダー研究J

「ソーシャルワークの心理学的基礎」

「ソーシャルワークの社会医学、精神医学の基礎 J

「児童 。青少年福祉法、成年後見法」

「社会扶助法、児童の保障と給付J

「外国語」

第 2課程は、4学期からなる専門課程で、2学期ずつの 2つのモジュールで構成され、

選択モジュールとなつており、ソーシャルワークの分野や課題や組織に応じた、より専門
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的なテーマが扱われる。

学生は自分の興味に応じて、プロジェク トモジュールとして選択することができる。1

学期に配当されている単位数はどの学期も 30単位で、卒業に要する単位数は 210単位と

なっている。

すべての科目は以下の六分野のいずれかに属し、それらを組み合わされることで目標

に応じたモジュールを構成することができる。

第 1分野 :専門ソーシャルワーク I 基礎

第 2分野 :ソ ーシャルワークの人間科学、社会科学、精神科学の基礎

第 3分野 :ソーシャルワークの法的側面

第 4分野 :ソーシャルワークにおける文化、美学、情報

専門領域、学際的な関連性第 5分野 :専門ソーシャルワークⅡ 分野、

第 6分野 国際ソーシャルワーク

実習の位置づけ :三種類の実習

1 入学要件‐としての入学前の3ヶ 月間の事前実習

2 第 1学期修了後の休暇中に行 う4週間のフィール ドスタディ (これは

職業訓練というより、関心のある領域で研究テーマを見出すことが主

たる目的である。)

3 第 5学期終了後に行 う22週間の実習 (こ れはプロジェクトモジュー

ルに組み込まれている。)

② NRWカ トリック大学 (NRW州 )の

名 称  :NRWカ トリック大学

課 程  :学士課程 (Bachelor)は、6学期 (3年制)。

全体の履修規定時間は 5400時間、180単位。

実習は 94日 間。

ソーシャルワーク養成教育のプログラムは、大きく以下の五領域のモジュールに分類

されることで、EU諸国の大学同士での単位互換が可能となる 9。

領域 I:学術的思考と活動の基礎

モジュール 1:「学問的基礎 と活動の基礎 J

モジュール 2:「研究計画 I」

モジュァル 3:「テーマと研究の重点分野を掘 り下げるJ

モジュール 4:「モジュール 3」 と同じ。

モジュール 5:「学士論文」

領域 Ⅱ :科学として並びに専門職としてのソーシャルワーク

モジュール 6:「科学的ソーシャルワーク入門」

モジュール 7

モジュール 8

「ソーシャルワークの歴史的体系的アプローチ」
「概念的行動の基礎」

モジュール 9:「 ソーシャルワークの理論」

モジュール 10:「専門的介入と専門職的視点」

モジュール 11:「 ソーシャルワークの専門職的視点」
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領域 Ⅲ :ソ ーシャルワークの社会的並びに規範的基礎

モジュール 12:「 ソーシャルワークの法律的基礎」

モジュール 13:「 ソーシャルワークの社会的基礎と限定条件」

モジュール 14:「 ソーシャルワークの政治的・経済的基礎 と限定条件」

モジュール 15:「 ソーシャルワークの基礎 と限定条件 としてのエ トスの倫理」

領域 Ⅳ :人 間の存在 と意義

モジュール 16:「人格 :哲学と神学における人間の問題」

モジュール 17:「認知と形態 人間の美的文化的次元J

モジュール 18:「行動と体験 人間の心理社会的次元」

モジュール 19

モジュール 20

「発達、教育、社会化」

「健康、疾病、障害」

領域 V:実 践領域

モジュール 211:「選択分野 1 労働と経済」

モジュール 21.2:「選択分野 2 教育と保障 人間の心理社会的次元」

モジュール 21.3:「 選択分野 3 保健 。医療 J

モジュール 21.4:「 選択分野 4 参力日J

モジュール下の開講科 目一覧 :

・ヨーロッパにおけるソーシャルワーク

・高齢者におけるソーシャルワーク

・障害者におけるソーシャルワーク (児童から高齢まで)

・移民におけるソーシャルワークの

。精神障害者 と依存症患者におけるソーシャルワーク

・ソーシャルワーク実践のための芸術の概念と実践

・精神病理学におけるソーシャルワークの導入

。児童と青少年における性的虐待の行為者と被害者

・コミュニケーションと専門職業の関係

・面接会話指導

・システム理論と精神分析的見解から個別、グループに対するソーシャルワーク

・児童と青少年における虐待放棄のための教育

・ソーシャルワークにおける芸術療法

。ソーシャルワークの医学的基礎

・慢性的疾患の要介護者と障害者へのソーシャルワーク

・国際ソーシャルワーク

・海外実習におけるスーパービジョン

実 習 め:「大学入学前Jに、2～ 3ヶ 月間の社会福祉実習が課せられている。

「実習 I段階」として、入学後 1年間以内に 15日 間の実習が課せ られている。
「実習Ⅱ段階Jと して、2年生に 30日 間の実習が夏休みの間に課せられている。
「実習Ⅲ段階」として、3年生に 49日 間の実習が学期期間間に課せられている。

卒業までに、計 94日 間の実習が課せられている。
。実習分野については、「モジュール 21Jの 「選択 1」 ～ 「選択 4」 の中から選択する。
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・学生には、研究成果の報告と発表を行うことが課せられているが、毎日の実習ノー トの

記録の義務などはない。
,実習指導者の要件については、原則的に 2年以上の実務経験を有する事のみが規定さ

れている。特にソーシャルワーカーの資格要件については、記述されていない。
・実習指導者は、実習施設が決定する。

・実習指導者 (施設)の主な課題 :・ 実習生との面接を定期的に行 う。
。研究計画を専門的に支援する。
。実習証明書の発行。

・大学の実習担当教員と連絡、協力する。

③ 専門単科大学デュッセル ドルフ (デュッセル ドルフ)の

名 称  :専門単科大学デュッセル ドルフ

課 程 :「教養学士 (Bachelor OfArts)、 Sozialarbeiブ SOzial Pttdagogik(社会的ワーク/
社会教育

‐
学)」 であるつ。学士の取得とともに、専門資格 (Fachkompetenz)の

ソーシャルワーカーを得ることができる。

修学期間 :「定期 (=Vollzeit)」 が 7学期、「非定期 (=Teilzeit)」 が 12学期。
「定期」は、一般的にはギムナジウム (ヨ ーロッパの中等教育機関)修了生。
「非定期」は、就業しつつ学ぶ社会人学生向けのコース。

モジュール制 :

①入門モジュール :最初の 2セメスターは「学問的研究方法」。たとえば実習志向のプロ

ジェクトが「入門モジュール」の枠組みのなかで研究され、認識でき

る。

②基礎モジュールと学際的モジュール :

5つの専門知識領域、たとえば「基礎モジュール lJ「組成モジュール 1」 のような

領域のそれぞれに応じて、学際的な「基礎モジュール」が編入されている。具体的な講

義にあつては、広範囲の選択可能性がある。加えて、「学際的モジュール」では、1ゼ
ミナールにおいて二人の教師のもと集中的な論争が可能である。

③実習モジュール :3学期に「実習モジュール」を実施。実習は 1週間のうちの2日 間、

実習施設からの引率による。

モジュール設計 :

学歴 1:学修入門

・基礎モジュール 1

・基礎モジュール 2

・基礎モジュール 4

,入門/プロジェク

・実習指導 1

学歴 2:学修入門

・基礎モジュール 3

・基礎モジュール 5

・入門/プロジェク

職業アイデンティティ

社会環境下での人間的発展

法的・社会政策的・制度的および社会経済的諸条件

卜1部

社会的構造と発展

文化 。芸術・メディア

2音区
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学歴 3:学修応用

。応用モジュール 1

・応用モジュール 2

・実習モジュール :

・実習指導

学歴 4:学修応用

・応用モジュール 3

・基礎モジュール 4

・応用モジュール 5

学歴 5:学修応用

・重点プログラム 1

学歴 6:学修終了

・資格認証モジュール :640時間実習

学歴 7:学修終了

・選択モジュール  ・学士論文 ・学術討論 ・Thesis Begleitung

春見静子 (2007)「 ヨーロッパ大学圏の形成とドイツのソーシャルワーカー養成の転換―その展望と課

題一」『医療福祉研究第 3号』80-93、 愛知淑徳大学医療福祉学部、3ページ。

三原博光 (2013)「 ドイツの大学におけるソーシャルワーカー養成教育 :NRWカ トリック大学を中心

に」『人間と科学』13(1)33-39、 県立広島大学保健福祉学部誌、4-5ページ。

2)の 5ページ、「ドィッのソーシャルワーク教育の大きな特徴は、他大学との単位互換制度にあると

言われている。共通のモジュールと呼ばれる科目群を設定することにより、大学を変える場合にはそ

れを行先の大学で認定してもらうことにより、卒業要件を満たす試みである。」

2)の 4ページ、「『移民におけるソーシャルワーク』『ソーシャルワークにおける芸術療法』『外国に

おけるスーパービジョン』の科目は、移民問題を抱え、芸術をソーシャルワークの治療方法として考

え、海外の社会福祉施設実習を認めるドイツの国家的特徴を反映しているのではないかと思われる。J

2)の 5ページ、「ドィッのソーシャルワーク実習では、大学が実習生の実習指導に対して、実習謝礼

を支払うと言つた規定はない。むしろ、逆に大学側は学生の長期間の実習に対して、実習施設が学生

に実習 (労働)への謝礼を支払うことを期待している。

実習のなかで、外国の社会福祉施設での実習も単位として認められている。海外の実習の条件とし

て、学生は実習担当教員との間で Eメ ールや E‐ ランニングを使用できることがあげられている。この

方法を通して、学生は実習指導者から実習指導を受けるのであり、学生の実習の評価については、実

習施設には期待されない。 したがって、大学が海外の実習施設に謝ネLを支払 うと言つた規定はない。」

豊田謙二 (2015)「 ドイツにおけるソーシャルワーカー養成と実践の現在 :ボ ローニャ・プロセスを

挟んで」『総合科学』20(2)13‐ 34、 熊本学園大学論集、14‐ 17ページ。

6)の 14ページ、「その二つを称して、近年では『 ソーシャルワーク』と呼ぶ。一般には、前者が失

業などの公共的領域において、後者が学校や若者の支援領域においての実践と理解されている。この

二つの統合が指針とされながら、事実上『二つ』のソーシャルワークが継承されていることである。」

:職業的アイデンティティ

:社会環境化での人間的発展

224時間実習

:社会的構造と発展

:法的・社会政策的・制度的および社会経済的諸条件

:文化 。芸術 。メディア

・重点プログラム 2

註

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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第 5節 Bielefeld応用科学大学ソーシャルワーク学士課程におけるカリキュラムの紹介

Bielefeld(ビ ーレフェル ト)市の概要

Bieleねld(ビーレフェル ト)は、ドイツ連邦共和国ノル トライン=ヴェス トファーレン州

デ トモル ト行政管区群の独立市にあたる。

Bielefeld市の人口は、1930年に現在の市域で 10万人を超え、大都市と認定された。戦

後、人口は 1961年までに 175,000人を越えたが、このうち 6万人が難民あるいは被追放

者 として第二次世界大戦後にビーレフェル トに移住 した住民であつたという背景がある。

2015年 12月 31日 付では 333,090人 となっており、本市はオス トヴェス トファーレン=リ

ッペ地方最大の都市で、経済上の中心都市となっている。ドイツ国内の大都市リス トでは 18

番 目の規模に位置し、ノル トライン=ヴェス トファーレン州では 8番 目に大きな都市とな

つている。同州の大都市には、ケルンや ドル トムントなどがある。

市の面積は、258.82 km2で 、人口密度は 1,287人/km2で ある。

気候としては、中央ヨーロッパの海洋性気候と大陸性気候 との移行部に位置している。冬

は大西洋の影響により穏やかで、夏は暑く、降水量は年間を通して比較的変化はない。年間

平均気温は、約 7.5℃ から9℃ほどである。降水は、ノル トライン=ヴェス トファーレン州

で最も降水量の多い大都市の一つである。年間降水量は場所により、約 800 mmか ら 1000

mmの 間に分布している。主な風は南西方角から吹く風である。

市の教育体制は、1969年に創設されたビーレフェル ト大学には、約 18,500人の学生が

学んでいる。ビーレフェル ト専門大学は 1971年に設立され、ビーレフェル ト、ミンデン、

ギュータースローにキャンパスがある。ビーレフェル ト・キャンパスには、工学、造形、社

会/介護/健康、経済分野の学生約 6,600人が学んでいる。ノル トライン=ヴェス トファ

ーレン行政大学校は 1976年に設立され、自治体行政サービス課程、国家行政サービス課程、

警察行刑課程のためのキャンパスをビーレフェル トに置いている。その他、市内には、基礎

課程学校 47校、本課程学校 11校、養護学校 16校、実科学校 10校、総合学校 4校、ギム

ナジウム (ヨ ーロッパの中等教育機関)10校、ヴァル ドルフ学校 (シ ュタイナー教育を行

う学校)1校、職業副1練学校 7校、私立学校 9校、音楽学校 1校、芸術学校 1校、州立実験

校 2校、大学入試資格の獲得を目的として学校である州立ヴェス トファーレン補習高等専

F5学校ビーレフェル ト、専門学校 2校 (食物教育、老人介護)が ある。

Bielefeld応 用科学大学ソーシャルワーク学士課程のカリキュラム (一部抜粋)

本研究の核心となる本節において、Bieleild応用科学大学ソーシャルワーク学士課程の

カリキュラムを翻訳した。今回の研究ではそのすべてを収めることができなかったため一

部抜粋となるが、「モジュール (基礎科目)名 」と「モジュールの内容Jを紹介する。モジ

ュールは A～ J、 Pl、 P2と 分かれている。モジュール A～」は教科科 目にあたり、モジュー

ル Plと P2は実習科 目にあたる。また、モジュール A～ Fと モジュール Pl、 P2は 「義務

科目」にあたり、モジュール G～Iは 「選択科目Jにそれぞれ該当する。

下記の表は、ドイツ語による原典と日本語の翻訳を対比させる形をとった。これはあくま

で原典を基本に据える考え方に基づくためである。
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FH Bielefeld ― Verkundungsblatt 2016… 27 - Seite 382-408

“StudiengangsprafungsOrdnung fur den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an der

Fachhochschule Bielefeld"

“Anlage 2 BA Soziale Arbeit Modulkatalog"

表 Bielefeld応用科学大学におけるソーシャルワーク学士課程のカリキュラム

(一部抜粋)

一 義務科目 一

Modul A Sozialarbeitsvvissenschaftliche Grundlagen

モジュールA 「ソーシヤルワーク学的な基礎 |

Inhalte des Modulsi

―Einfuhrung in ausgewahlte Theorien,Konzepte,Methoden und Praxen Sozialer Arbeit

―Geschichte der Sozialen Arbeit unter Einbeziehung von Ethik und Menschenb‖ dern

―Gese‖ schaftswissenschaftliche Theorlen bezogen auf Handlungsfel― der der Sozialen

Arbeit(zB.Gender,Interkulturalitatl

PrOpadeujk(4 SWS):
―Wissenschaftstheo‖ e

―Techn ken wissenschaftlichen Arbeitens,Computeranwendung im Studium und im

Berufsfeld

モジュールの内容

・選択されたソーシャルワークのセオリー、コンセプト、メソッド、実践における導入
・倫理、人間像を含めたソーシャルワークの歴史
・ソーシャルワークのアクションフィールド(例えばジウ ダー、異文化性)に関連した社会科

学的なセオリー

概論 :

・学問セオリー
・科学的業務の技術、大学教育と職業フィールドにおけるコンピューターの利用

Modul B GesellschaftswLsenschaftllche Grundlagen der Sozlalen Arbel

モジュールB ソーシヤルワークの社会科学的な基礎

Inhalte des Modulsi

―Grundfragen,Theo‖ en und Grundbeg‖ fFe der Sozlologle und Pol忙 lkwlssenschaft

―exempla‖sche Felder der vorgenannten BezugswlssenSChaften

モジュールの内容
=社会学と政治学の基礎的な質問、セオリー、基礎llI念

=これら関係学問の実例フィールド

Modul C Humanwissenschaftliche und medizinische Grundlagen der Sozialen Arbeit

モジュールC 「ソーシヤルワークの人間科学的、医学的な基礎J

Inhalte des Modulsi

Grundfragen und Grundbeg百ffe der Psychologie,der Humanmedizin

und der Gesundheltswlssenschaften

―TheO百 en und Konzepte der Psychologie,der Humanmedizin und

der Gesundheitswissenschaften

―exemplarische Felder vorgenannter Bezugswissenschaften

―Fachenglisch

モジュールの内容

心理学、人間医学、健康科学の基礎的な質問と基礎概念
心理学、人間医療、健康科学のセオリーとコンセプト
これら関係学問の実例フィールド

専門英語
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Modul D Kuttun♂ピissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbel

モジュールD 「ソーシヤルワークにおける文化科学的な基礎|

Inhalte des Modulsi

―Grundfragen,Theo‖ en und Grundbegttffe der KuLu「 und MedenwLsenschaft
―exempla‖sche Felder vOrgenannter Bezugswissenschaften

―Grundlegende med ale und kunstlerische Techniken und Ausdrucksformen

und deren Vermittlung an Elnzelne und Gruppen

モジュールの内容

・文化学、メディア学の基礎的な質問、セオリー、基礎概念
=これら関係学問の実例フィールド
・基礎的なメディア・芸術的なテクニックと表現形式、またそれらの個人やグループヘの仲
介

Modul E Rechtliche und bet‖ ebswirtschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit

モジュールE 「ソーシヤルワークの法的、経営学的な基礎J

Inhate des Modulsi

―Staats― und Ven´′altungsrecht elnschl VettvaltungsverFahren

―Sozialrecht,insb.Inhalte der SGB II,N/111,X,XH

―Zivilrecht,insb.Familien― und Vertragsrecht

―Strafrecht,einsch‖ e81ich」 ugendstrafrecht

―Grundlagen der Betttebswirtschaftslehre und Sozia management

―∨enⅣ altungs― und Organisationsmanagement

モジュールの内容

憲法と行政手続きを含む行政法
社会権、特にSGB Ⅱ、Ⅷ、X、 Ⅲの内容
市民権、特に家族法と契約法
少年刑法を含む刑法
経営学の法則とソーシャルマネジメントの基礎
行政マネジメント(行政管理)と組織マネジメント

Modul F Soz alarbelswissenschaft Vertiefung

モジュールF 「ソーシヤルワーク学 深化 |

Inhalte des Modulsi

―Theonen der sozialarbelswissenschaft

―Grundkenntnisse empヤ ischer Forschungsmethoden

―Geschichte der ProfessiOnalisierung

―Konzepte und Methoden

und EvaluaJOnsverfahren

モジュールの内容

ソーシャルワーク学のセオリー

経験による研究メソッドとエバリュエーションの手順(手続き)の基礎知識
専門化の歴史
コンセプトとメソッド
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― 選択科目 一

Ⅵodul G

―

t und SOZ ale Ungleichheit

モジュールG 「異質性と社会的不平等J

Inhalte des hlloduls:

alternierende Angebote aus folgenden Bereichen:

―Konzepte von Migrations― ,丁 ransnationalisierungs― und
Transkultural sierungsprozessen

―Erscheinungsformen und Erklarungsmuster interdependenter sOzialer Ungleichheiten

―theoretische Diskurse globaler gese‖ schaftlicher TransfOrmationen und

sozialer Ungleichheiten(wie z B soziale Bewegung im Kontext von Kapitalismus―

und Global sierungsdiskursen,SozialpOlitik,WOhifahrtsstaatsregimen

und OkOnOmisierung)
―Prozesse geselischaftlicher Pluralisierung,In― und Exklusionen(z B im
Kontext von Familien,Gender,Queer)
―gese‖ schaftliche Funktionen von Beratung vor dem Hintergrund heterogener

und sozial ungleicher Lebensverhaltnisse
―Hand ungskonzepte und MethOden SOzialer Arbet(z B Anti― BiasApproach,
Empowermen← Ansatz,Sociai JusJce,Beratung,Supervision)
―SozialfOrschungs― und ausgevvahlte Managementmethoden

モジュールの内容

内容の提案
・移民のプロセス、transnaJon化 のプロセス、transcuttural化 のプロセス
・相互依存的不平等の存在形態と説明モデル
・グローバルな社会的転換のセオリー的な議論と社会的不平等(例えば資本主義議論、グ
ローバリゼーション議論、社会政治、福祉国家レジーム、経済化の文脈における社会的な
変動)

・社会的な増加のプロセス、ィンクルージョンとエクスクルージョン(例えば家族、ジェン
ダー、セクシャルマイノリティの文脈における)

・異質的な、また社会的不平等の人生境遇を背景とした相談の社会的機能
・行動コンセプトとソーシャルワークメソッド(夕1え |ゴアンチーバイアスーアプローチ、ェンパ
ワーメントの発端、社会正義、相談、スーパービジョン)

・社会調査メソッドと選択されたマネジメントメソッド

Modul H くultur,Bi!dung und Erziehung

モジュールH 「文化、教育、しつけ」

Inhalte des Moduls:

alternierende Angebote aus folgenden Bereicheni
―Kuitur― ,Erziehungs― ,Bildungs― und Medientheorien
―Bildungs― ,Gestaltungs― und Lemkulturen
― Mode‖e und Konzepte der kulture‖ en Bildung
―Umweltpadagogik
―Sozialpbdagogik
―Didaktik und Methodik ausgewahiter B‖ dungsprOzesse
―Konzepte und MethOden der Erziehungs― ,B‖ dungs― und Fam‖ ienberatung
―prakJsche astheJsche(beispieisweLe b‖ dnensche,szenische,mediale)
AusdrucksfOrmen und Technlken
―Medien― und OfFenthchkeitsarbeit
―Konzepte und MethOden der Beobachtung,Dokumentation,ReflexiOn sowie
der Analyse vOn Bndungsprozessen
―Sozialforschungs― und ausgewahite Managementmethoden

モジュールの内容

内容の提案
・文化、しつけ、教育、メディアのセオリー
・教育文化、形成文化、学ぶ文化
・文化的な教育のモデルとコンセプト
・環境教育学
・社会教育学
・選択された教育プロセスの教授法と教科教育法
・しつけ(教育)相談、教育相談、家族相談のコンセプトとメソッド
=メディアワークと大衆ワーク
・教育過程の観察、記録、反省、分析におけるコンセプトとメソッド
・社会調査メソッドと選択されたマネジメントメソッド
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ModulI PravenJOnIIntervenlon und Rehabil社 aJon

モジュールI Tンヨン」

Inhate des Moduls:

und institutlonen

―P anung von lntervenJon(nsbesondere Hireplanun」 und Wレ kungsboobachtung

ln sozialen Hilfefeldern

―Theonenl Konzepte und Methoden psychOsozialer inten/enJon

―Konzepte von PraventiOn,Interventlon und Rehabilitatlon sowie heilpadagogischer

Ansatze in der SOzialen Arbeit

―sozialmedizinlsche PraventiOns―,Intenlentlons― und RehabilitatiOnsprOzesse
―Rahmenbedingungen,Strukturen und Akteursgruppen des Gesundheitsund

Sozlalsystems

―Aspekte von Gesundheit und Krankheit in der Sozialen Arbeit und der

gesundheitlichen

VersOrgung

―Sozlalforschungs― und ausgewahlte Managementmethoden

モジュールの内容

内容の提案
・ソーシヤルワーク的な予防過程、介入過程、リハビリ過程
・社会的な合併と参加、逸脱行動と社会的な社会復帰または除外の過程
,社会制度的、法的な介入過程、システムと制度における介入
・介入の計画(特に支援計画)と社会的な支援フィールドにおける効果観察
・心理学的な介入のセオリー、コンセプト、メソッド
・ソーシヤルワークにおける予防、介入、リハビリ、回復教育学的な始まりのコンセプト
'社会医学的な予防、介入、リハビリ過程
'健康システム、社会システムの枠組み条件、構造、関係者グループ
・ソーシヤルワークと健康措置における健康と病気の視点
'社会調査と選択されたマネジメントメソッド

― 義務科目 一

Modul」 3ache10rarbelt und Kolloquium

モジュール」 「学士論文」
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Modul Pl Praktikum

モジュールPl 「実習 |

Leistungspunkte(Credits):

1 4 Credits(2x7CP)
Arbeitsbelastung gesamt:

420 Stunden

単位 (ク レジット)

14ク レジット(2× 7 CP) 合計 :420時間

Modul P2 PraxisprOiekt

モジュールP2 「実践プロジェクト|

Leistungspunkte(Credits):

45 Credits(3x15 CP)
Arbeitsbelastung gesamti

l.350 Stunden

単位 (ク レジット)

14ク レジット(2× 7 CP) 合計 :1350時 間

第 6節 Bielefeld応用科学大学ソーシャルワーク学士課程カリキュラムヘの気づき

Bielefeld応用科学大学ソーシャルワーク学士課程のカリキュラムにおける科目の種類は
「義務科 目」と「選択科 目」に分けられ、モジュール A～ I、 Pl、 P2に よつて構成されてい

ることがわかった。

「義務科目」では、「ソーシャルワーク学」、「社会学」、「人間科学 。医学」、「文化学 J、
「法

学・経営学」といったモジュールが分けられる。これは、第 4節のアリス‐サロモン専門大

学における 3学期のモジュール構成であったり、NRWカ トリック大学の 21項 目のモジュ

ールであったり、専門単科大学デュッセル ドルフにおける入門・基礎・学際 。実習モジュー

ルといった 4構成よりも、構成項 目数は多くはなかった。

また、「モジュール内容」には、「実例フィール ド」という言葉が 6モジュール中 3モジュ

ールのなかに出てきた。これは、フィール ドワークや演習を意識 したものではないかと推浪J

できる。

その他、「学士論文」と「実習」、「実践プロジェク ト」が義務科日となっているため、こ

のモジュールの単位を取得しないと修了はできないシステムになっている。また、「実習」

のほかに「実践プロジェク ト」といぅ科目を 1350時間も設けていることは、他大学のカリ

キュラムにも出てきていないため、Bielefeld応 用科学大学カリキュラムの特徴の一つと言
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えるのではないだろうか。

「選択科 目Jでは、「異質性と社会的不平等」のモジュール内容に、「移民のプロセス、

transnation化 のプロセス、transcultural化 のプロセスJと 出てくる。NWWカ トリック大

学にあるように、移民問題を抱えるドイツ国家の特徴を反映していると思われるモジュー

ルが、本大学でも見られた。

他大学のカリキュラムに見られるように、 ドイツのソーシャルワーカー養成教育のカリ

キュラムには 「文化Jと いう言葉がよく出てくる。Bieleお ld応用科学大学においても、義

務科 目には 「文化学」、そして選択科目にも「文化、教育、しつけJのモジュールがあり、
「文化、しつけ、教育、メディアのセオリー」、「教育文化、形成文化、学ぶ文化」、「文化的

な教育のモデルとコンセプ ト」といった内容を教授する。「文化」の教育は、 ドイツにおい

て特徴的な傾向を示しているのかもしれない。
「予防、介入、リハビリテーション」のモジュールでは、「ソーシャルワーク的な予防過

程、介入過程、リハビリ過程」、「社会的な合併と参加、逸脱行動と社会的な社会復帰または

除外の過程 J、
「社会制度的、法的な介入過程、システムと制度における介入」、「′心理学的な

介入のセオリー、コンセプ ト、メソッド」、「社会医学的な予防、介入、リハビリ過程」とい

う内容になっており、ソーシャルワークの視点、社会的視点、心理的視点、医学的視点と様々

な視点から、予防、介入、リハビリテーションについての過程を学んでいることがわかった。

他大学のカリキュラムと見比べても、今回整理 した限りではこの分野にここまで専門的な

内容を含んだモジュールは見られなかったように思 う。

いくつかの考察を含めて他大学のカリキュラムにおけるモジュール と共通している内容

もあれば、相違する内容もあつた。このように、大学ごとによつて学ぶ内容の特徴というの

は、 ドイツのソーシャルワーカー養成教育においても多少の独 自性は存在 しているのかも

しれない。

おわ りに

本研究は、ドイツにおけるソーシャルワーカー養成教育を学ぶため、日本で紹介された ド

イツの大学におけるソーシャルワーク学士課程のカリキュラムを先行研究として整理 し、

そして新たに Bielefeld応 用科学大学ソーシャルワーク学士課程のカリキュラムを翻訳し、

紹介する内容であった。そして世界を見渡せば、国際ソーシャルワーク学校連盟 (IASSW)
がミッションとして掲げる、ソーシャルワーク教育のグローバル基準や教育の質の向上、国

際連携の推進が目指されている現状があれば、一方ヨーロッパ諸国の高等教育機関改革の

ための「ボローニャ・プロセス」が 2年ごとに見直され、そこでも教育の質の向上や EU諸
国内の大学連携といった活動も行われているなかでの、 ドイツにおけるソーシャルワーカ

ー養成教育のカリキュラム分析であった。

だが、今回の報告は研究レベルに達するにはまだまだ不足点があると筆者 らは感 じてい

る。今回は、Bielefeld応用科学大学のカリキュラムが一部抜粋と留まってしまったため、

さらにカリキュラム全体を通した分析が必要となる。またその課題を達成することで、ドイ

ツ国内の各大学カリキュラムに関する統一的な分析研究への道も開ける可能性がある。

また外国研究の到達点は、単なる紹介にとどまることなく、日本のソーシャルワーカー養

成教育との関係性についても将来的に繋げていくことは、より社会へ貢献できるような研
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究へと促すことになるだろう。 日本の福祉系大学も数多く加盟 している IASSWを通じて、

世界への視野を持って各国のソーシャルワーカー養成教育を学ぶことで、国際的視′点を持

つたソーシャルワーカーの誕生により、国際化を生き抜ける専門職者という質の向上へも

寄与するものがあるのではなかろうか。
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